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抽選内容及び売買要綱

1.抽選封書を引く順番を決めるため番号札を引いて決定とする。

2.番号札の数字が低い順に封書を譲渡希望者全員に引いてもらうこと

とする。 (封書の中に当たり札を入れる)

3.封書を譲渡希望者全員で開封し当たり札を引いた希望者が落札とす
る。

4.以下、譲渡予定牛が複数いる場合繰 り返し行 うものとする。

5。 一度落札した者は次回 (当 日)の参カロはできないものとする。

6.落札者は、譲渡牛を一週間以内に引き取りを行い、落札額を一ヶ月

以内に入金するものとする。

7.取引を行った家畜の返還等は行えないものとする。

8.取引を行った家畜は、 3年間再譲渡は行えないものとする。

9。 1年に 1回現地調査を行 うものとする。

10.譲渡希望者は、郡山市内の畜産農家に限る。

11。 その他問題が発生した場合公社、落札者協議のうえ決定とする。


